
教科書事務執行管理システムの専用サイトについて 

■掲載場所 文部科学省 https://www.txtbook.mext.go.jp/system/2015/index.htm 

■掲載期間 令和６年６月３日～１０月３１日及び令和７年２月３日～３月３１日 

■ヘルプデスク https://textbook-h.mext.go.jp/index-2.html ※通年掲載 

■文部科学省において、システムの保存年限は定められていないため、学校は教育委員会の指示にしたがう 

 
教科書事務執行管理システムの専用サイト 

  手順 操作［ボタン］入力等 備考 

1 ダウンロードサイトにアクセス  上記 URL 

2 システム本体をダウンロード ［Ver1.9.0 令和 4 年 2 月 1 日］ 最新バージョンを使用 

3 マスタをダウンロード ［Ver1.23.0 令和 5 年 6 月 1 日］ 

最新バージョンを使用 

エクセルで開いた状態で保存しな

いこと 

4 更新履歴の確認  最新バージョンの確認 

5 マニュアルのダウンロード ［マニュアルダウンロード］  

6 採択教科書リストの受領 

教育委員会より受領 

［設_00 年度_000_00_採択教科書配

布データ_○○市教育委員会］ 

各教育委員会が配布する［採択教

科書配布データ］には、管内の学

校が使用する全ての教科書が入っ

ていること 

ファイル名に採択地区コードの付さ

れたものを使用する 

7 教科書目録の受領 教育委員会より受領 記載内容等の確認 

8 ヘルプデスクの利用 ［ヘルプデスクサイト］ 問合せ、FAQ など 

 
文部科学省システム専用サイト  ※文科省（http://www.mext.go.jp/）からは移動できないので注意 
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3点セット 

ダウンロードにかかる注意点 

・ダウンロードの手順において Excel で一度ファイルを開いて，その状態で保存しないでください。 

・Excel で一度開いて保存したファイルをもとにデータを作成しないで下さい。 

・万一誤って Excel で開いてしまった場合には，再度マスタのダウンロードよりやり直して下さい。 
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需要数報告について   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

システムのヘルプデスク 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

文部科学省教科書目録について 
 

・令和５年度使用教科書目録より、冊子での配布がなくなり、文部科学省のホームページでの確認、ダウンロードとな

った。 

・教科書目録（発行予定の教科書の一覧） 

URL ： https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoukasho/mokuroku.htm 

・目録に予定価格が記載されているが、次年度の決定価格は例年２月に告示（官報搭載）される。 

・目録の「※印」は拡大教科書の発行予定、「◆印」はデジタル教科書の発行予定を示す。 

 

 

 

需要数報告の期限について需要数の報告は、文部科学大臣が教科書発行者に対して行う発行指示の基礎とな

る数を把握するためのものであり，都道府県教育委員会においては，国立大学法人又は公立大学法人が設置す

る学校及び私立学校分も含めて需要数の把握を適切に実施し，報告後に生じたやむを得ない事情による場合を

除き，可能な限り正確な需要数を把握するものとすること。 

５初教科第３４号（令和６年３月２９日付）抜粋 

需要数の報告は，教科書製造・供給冊数の根拠となる重要な調査である。域内の諸学校に対して，必要な教

科書及びその需要数について報告漏れや報告誤りなどがないよう十分に指導願いたい。 

提出に当たっては，教科書事務執行管理システムにより集計・出力した帳票（紙媒体）を，電子データにつ

いては csv ファイルを提出すること。 

文部科学省事務連絡（令和６年６月３日付）抜粋 

重要 需要数＝児童生徒用および教師用の必要冊数 

教科書事務執行管理システムのヘルプデスク 

・対応窓口：https://textbook-h.mext.go.jp/index.html  

E-mail ky-help@textbook.mext.go.jp FAX 050-3537-1544 電話 03-5787-6651 

・トラブルが発生した際は，まずマニュアル及びヘルプデスク専用サイトの FAQを参照すること。 

・ヘルプデスクへの問合せについては，システムの稼働トラブルに限った疑問点とすること。また，事務手続

きに関する事項については教育委員会において対応すること。 

・ヘルプデスクへの問合せの際には，解決できない事象の状況を詳細かつ正確に記載する（専用の質問票を使

用）こと。エラーに係る課題であれば，表紙されるエラーメッセージを正確に記載し，エラー画面のキャプチ

ャを添付して問い合わせることが望ましい。 

・障害時に備え，システムデータのバックアップを適宜行い保存すること。 

文部科学省事務連絡（令和６年６月３日付）抜粋 

教育委員会では学校用システムをダウンロードし，学校からの問合せに対応出来る体制をとること。 
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